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日本保育者養成教育学会 

会員 各位 

日本保育者養成教育学会 

会長 小川 清美 

2022年度 総会開催のお知らせ 

 

総会を以下の通り開催します。議案についてのご意見は開催期間中に事務局

（ g041jsshemng@ml.gakkai.ne.jp ）までお寄せください。感染収束の先が読めない状況が続いて

おり、WEB上での開催とせざるをえない状況をご理解くださいますようお願い申し上げます。 

 

総会の進め方について： 

① 会員へ総会報告事項、総会決議議案の公開・通知を行う。 

② 異議（または質問など）のある会員はメールで事務局へその旨を申し出る。 

期間： 2022年4月11日（月）～4月17日（日） 

メール送信先：g041jsshe-mng@ml.gakkai.ne.jp 

③ 期日までに過半数の異議がなければ、決議議案は承認多数で可決とする。 

④ 後日、可決内容、質問に対する回答をホームページに掲載することをもって会員への報告とす

る。 

 

2021年度 活動報告および役員改選について 

日本保育者養成教育学会 

会長 小川 清美 

＜報告事項＞ 

１．会員数報告 

2022年2月末日時点：1,083 名 

 

２．日本学術会議協力学術研究団体指定について 

本学会は、十分な活動実績が積まれたことから2022年1月、日本学術会議より日本学術会議協力

学術研究団体として指定された。 

 

３．編集委員会報告  

『保育者養成教育研究』第6号を発行。 

投稿数：13本、採択数：6本 

 

４．広報委員会報告 

ニューズレター第４号をHPに掲載。 



 

５．研究助成選考委員会 

選考の結果、採択なし 

 

６．研究大会の実施 

2022年度第6回研究大会が以下の通り開催された。 

日時：2022 年3 月6 日（日） 

会場：日本女子大学  開催方法：オンライン 

参加者数 298名 発表件数 141件（口頭発表数23件 ポスター発表数118件） 

 

＜決議議案＞ 

１．新役員の承認について  

役員候補者選挙結果は以下の通りであった。 

① 信任投票（投票率33.6%） 

役員候補者選挙の結果、以下の候補者全員が信任された。 

石井章仁・請川滋大・大橋喜美子・小川清美・椛島香代・髙橋貴志・目良秋子 

② 自由投票（投票率24.6%） 

以下の10名が当選した。 

石川昭義・上田敏丈・岡健・北野幸子・内藤知美・那須信樹・矢藤誠慈郎・ 

吉永早苗・和田明人・和田上貴昭 

 

第1回理事会（2022年2月19日）において、監事候補者については、役員選挙信任・当選者によ

り互選を行った結果、2022－2023年度理事及び監事候補者は以下の通りとなった。 

 

＜理事＞ 

石井章仁（大妻女子大学）、石川昭義（仁愛大学）、上田敏丈（名古屋市立大学）、 

大橋喜美子（大阪総合保育大学）、岡健（大妻女子大学）、小川清美（大妻女子大学）、 

椛島香代（文京学院大学）、北野幸子（神戸大学）、髙橋貴志（白百合女子大学）、 

内藤知美（田園調布学園大学）、那須信樹（中村学園大学）、目良秋子（白百合女子大学）、

矢藤誠慈郎（和洋女子大学）、和田明人（東北福祉大学）、和田上貴昭（日本女子大学） 

＜監事＞ 

請川滋大（日本女子大学）、吉永早苗（東京家政学院大学） 

＊（   ）内所属は選挙時のもの 

なお、上記役員案が承認された場合、上記候補者による互選により会長には石川昭義氏が、 

副会長には内藤知美氏が就任する。 

 

２．2021年度収支報告（収支報告書・貸借対照表資料あり） 

2021年度の収支報告は添付の資料の通りである。会計監査を監事2名により適法に処理、記載さ

れていることが認められた。 

 



 

 

 

2022年度 事業計画および定款改正について 

日本保育者養成教育学会 

会長 石川 昭義 

＜2022年度事業計画＞ 

１．編集委員会 

『保育者養成教育研究』第７号を発行予定 

 

２．広報委員会 

ニューズレター第5号～を配信予定 

 

３．研究助成選考委員会 

申請期間：2022年4月1日～4月23日（当日消印有効、期日厳守） 

助成期間：2022年6月1日～2023年3月31日 

 

４．第7回研究大会  

2023年度第7回研究大会を以下のように予定している。 

日時：2023年3月5日（日） 

於：文京学院大学  埼玉県ふじみ野市亀久保1196 

 

＜決議議案＞ 

１．2022年度予算案 

2022年度予算について（予算案資料あり） 

 

２．定款の改定について（定款改定案新旧対照表資料あり） 

定款 第1章 総則 

（事業）第 3条 に追加及び削除。 

（主たる事務所の所在地）第 5条 移転による住所変更 

 

第 4章 理事及び監事 

（役員数）第 19条 変更 

（選任の方法）第 20条 一部追加及び変更 

 

第 6章 会計 

（事業年度）第 26条 一部削除 

 

付則 

役員改選による変更 

 

以上 



日本保育者養成教育学会 2022年度総会 

 

付属資料 

 

 

 

⚫ 2021年度収支報告 

⚫ 2022年度予算案 

⚫ 定款改定案 

 

 



（単位：円）

収入

項目 金額 備考

入会金 64,000 1,000円×64名

会費収入 7,049,000 7,000円×1007口

学会誌販売収入 42,500 学会誌販売・抜き刷り代

寄付金収入 0

受取利息 91 預金利息

前期繰越金 12,409,668

合計 19,565,259

支出

項目 金額 備考

広告費 0

会議費 0

旅費交通費 0

通信費 318,806 郵送費

事務消耗品費 86,994 封筒制作費・プリンターインク・コピー用紙

支払手数料 171,263 web手数料・ｸﾚｼﾞｯﾄ決済手数料・振込手数料

印刷費 37,642 事務印刷費

人件費 113,518 事務局アルバイト

HP作成更新費 0

選挙関係費 121,697 役員選挙費用（郵送費・委託費）

学会誌編集費 994,455 学会誌第5号編集関係費

事務委託費 1,956,316 (株)ガリレオ委託料

雑費 22,000 供花代

研究大会支出 1,603,440 第5回研究大会

研究奨励費 0

次期繰越金 14,139,128

合計 19,565,259

2021年度　日本保育者養成教育学会　収支報告書
2021年1月1日～2021年12月31日

2021年度収支報告
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収入

項目 2021年度決算 2022年度予算 備考

入会金 64,000 100,000 新入会　100名

会費収入 7,049,000 7,350,000 納入率75％で想定

学会誌販売収入 42,500 30,000 学会誌販売・抜き刷り代

寄付金収入 0 0

受取利息 91 1,000 預金利息

研究大会収入 0 0

前期繰越金 12,409,668 14,139,128

合計 19,565,259 21,620,128

支出

項目 2021年度決算 2022年度予算 備考

広告費 0 10,000

会議費 0 120,000

旅費交通費 0 200,000

通信費 318,806 350,000

事務消耗品費 86,994 90,000 封筒制作・文具他

支払手数料 171,263 180,000 web手数料・ｸﾚｼﾞｯﾄ決済手数料他

印刷費 37,642 70,000

人件費 113,518 200,000

HP作成更新費 0 50,000

選挙関係費 121,697 0

学会誌編集費 994,455 1,100,000 学会誌第6号

事務委託費 1,956,316 2,200,000 (株)ガリレオ委託料

予備費 0 700,000 予算科目／予備財源

研究大会支出 1,603,440 1,500,000 第6回研究大会

研究奨励費 0 2,000,000

次期繰越金 14,139,128 12,850,128

合計 19,543,259 21,620,128

2022年度　日本保育者養成教育学会　予算（案）
2022年1月1日～2022年12月31日
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日本保育者養成教育学会 定款改定案 新旧対照表 

 

 

（傍線部分は改定部分） 

現 行 改 定 案 

第１章 総 則 

（事業） 

第 3 条 当学会は、前条の目的を達成するために次の

事業を行う。 

1． 研究の促進及び公開 

2． 共同の調査・研究及びその成果の公開 

3． 年次大会及び研究会の開催 

4． 研修会、講習会及び講演会の開催（削除） 

5． 学会誌「保育者養成教育研究」その他学術的刊行

物の発行 

6． 内外の情報交換及び広報（削除） 

7． その他当学会の目的を達成するために必要な事業 

 

（主たる事務所の所在地） 

第 5条 当学会は、主たる事務所を以下に置く。 

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 1 丁目 24-1-4F（株）

ガリレオ内 

 

第４章 理事及び監事 

（役員数） 

第 19条 当学会に、次の役員を置く。 

理事 15 名以内(会長 1 名、副会長 1 名、事務局長 1 

名を含む) 

監事 2 名 

 

（選任の方法） 

第 20条 当学会の理事及び監事は、当学会の会員の中

から候補者を選出し、その候補者から総会の決議によ

り選任するものとする。 

 

 

2 当学会の理事及び監事の選任は、出席した当該正会

員の議決権の過半数をもって行う。 

第１章 総 則 

（事業） 

第 3 条 当学会は、前条の目的を達成するため次の事

業を行う。 

1． 研究の促進及び公開 

2． 共同の調査・研究及びその成果の公開 

3． 年次大会及び研究会の開催 

4． 学会誌「保育者養成教育研究」その他学術的刊行

物の発行 

5． その他当学会の目的を達成するために必要な事業 

 

 

 

（主たる事務所の所在地） 

第 5条 当学会は、主たる事務所を以下に置く。 

〒170-0013 東京都豊島区東池袋二丁目 39-2-401

（株）ガリレオ内 

 

第４章 理事及び監事 

（役員数） 

第 19条 当学会に、次の役員を置く。 

理事 15 名程度(会長 1 名、副会長 1 名、事務局長 1 

名を含む) 

監事 2 名 

 

（選任の方法） 

第 20条 当学会の理事及び監事は、当学会の会員の中

から直接選挙により候補者を選出し、その候補者から

総会の決議により選任するものとする。会長は指名に

より正会員の中から候補者を若干名加えることがで

きる。 

2 総会の決議は、総会に出席した当該正会員の議決権

の過半数をもって行う。 

定款改定案
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第 6 章 会 計 

（事業年度） 

第 26条 当学会の事業年度は、毎年 1 月 1 日から翌

年 12 月 31 日までの年 1 期とする。 

 

附則 

1. 当学会の会長は以下の者とする。 

〒158-8586 東京都世田谷区等々力 8 丁目 9-18 東

京都市大学 小川清美 

2. 本定款は平成 28 年 4 月１日より施行する。 

3. 本定款は平成 30 年 3 月 4 日より第 5 条およ

び第 26 条を改定し、施行する。 

本改定に伴い、平成 30 年度の事業年度は平成 30 年 

1 月 1 日より開始することとする。 

4. 本定款は令和 2 年 5 月 20 日より第 19 条およ

び第 21 条を改定し、施行する 

（新規追加） 

第 6 章 会 計 

（事業年度） 

第 26条 当学会の事業年度は、毎年 1 月 1 日から 12 

月 31 日までの年 1 期とする。 

 

附則 

1. 当学会の会長は以下の者とする。 

〒915-8586 福井県越前市大手町 3-1-1 仁愛大学 

石川昭義 

2. 本定款は平成 28 年 4 月１日より施行する。 

3. 本定款は平成 30 年 3 月 4 日より第 5 条およ

び第 26 条を改定し、施行する。 

本改定に伴い、平成 30 年度の事業年度は平成 30 年 

1 月 1 日より開始することとする。 

4. 本定款は令和 2 年 5 月 20 日より第 19 条およ

び第 21 条を改定し、施行する。 

5．本定款は令和 4年 4月 17日より第 3条、第 5条、

第 19条、第 20条および第 26条を改定し、適用は令

和 4年 1月 1日からとする。 
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